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（備考）１　この用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。
　　　　２　立入検査を受けた事業者のうちガス用品を取り扱っていたもののみを集計すること
　　　　　とする。
　　　　３　事業者実数は、立入を受けた事業者の数とする。

合　　　　　　計

ガス事業法施行令第１２条第２項の規定により、下記のとおり報告をします。

立入販売事業者実数

うち違反販売事業者実数

様式等７７（第119条関係）

立入販売事業 検査機種数 違　　反　　内　　容

都道府県名又は市名

（内　　訳）

立入検査実施状況報告書（　　　　年度分）


